
別紙１  

 

 

合法木材供給事業者認定申請書 

 

令和  年  月  日 

 

新潟県木材組合連合会長 様 

 

（申請者） 

事業者の所在地： 

事業者の名称： 

代表者の氏名：          ○印  

 

 

連合会の認定を得て木材・木製品の合法性・持続可能性の証明を行いたいの

で、合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとお

り関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 創業年、従業員数： 

２ 取り扱う木材・木製品の主要品目、年間取扱量：別記１ 

３ 事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況：別記２ 

４ 分別管理及び書類管理の方針: 別記３ 

５ その他： 

 

（注）その他には、資格（ＩＳＯ、ＪＡＳ等）があれば記入してください。該当がない場合、５以降は

削除してください。 



別紙２  

 

 

合法木材供給事業者認定申請書（継続） 

 

令和  年  月  日 

 

新潟県木材組合連合会長 様 

 

（申請者） 

団体認定番号： 

事業者の所在地： 

事業者の名称： 

代表者の氏名：          ○印  

 

 

連合会の認定を得て木材・木製品の合法性・持続可能性の証明を行いたいの

で、合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとお

り関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 創業年、従業員数： 

２ 取り扱う木材・木製品の主要品目、年間取扱量：別記１－２ 

３ 事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況：別記２ 

４ 分別管理及び書類管理の方針: 別記３ 

５ 合法木材供給事業者研修受講歴：別記４ 

６ その他： 

 

（注）その他には、資格（ＩＳＯ、ＪＡＳ等）があれば記入してください。該当がない場合、6 以降は

削除してください。 

  



【別記１】 

〔新規〕 

木材・木材製品の年間取扱量（過去１年間の実績） 

単位：㎥（整数止） 

区分 製品名 数量 

木材 

（素材、丸太） 

国産材   

北洋材   

米材   

南洋材   

その他   

小計   

木材製品 

製材   

集成材   

合板   

チップ   

プレカット（㎡換算）   

その他   

小計   

合計   

 

  



【別記１-2】 

〔継続〕 

木材・木材製品の年間取扱量（過去１年間の実績） 

単位：㎥（整数止） 

  

区分 製品名 総ての取扱量 
左の内、 

証明材の取扱量 

木材 

（素材、丸太） 

国産材    

北洋材    

米材    

南洋材    

その他    

小計    

木材製品 

製材    

集成材    

合板    

チップ    

プレカット（㎡換算）    

その他    

小計    

合計    



建物及び施設配置図（例） 
（施設配置図は（例）を見本に、各社の実態に合わせ作成すること。） 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

倉庫 製品置場（合法木材） 

倉庫 

製
品
置
場 

（
合
法
木
材
） 

製
品
置
場 

道  路 

【別記２】 

丸太置場（合法木材） 

工
場 

工場 

丸
太
置
場
（
合
法
木
材
） 

丸 

太 

置 

場 

事 務 所 

事 業 所 名 

所 在 地 



【別記３】                            〔製材工場の例〕 

分別管理及び書類管理方針書（例） 

 

事 業 者 名 

令和  年  月  日 

 

本方針は、新潟県木材組合連合会が作成した「違法伐採対策に関する自主的な

行動規範（平成１８年５月３０日制定）」を受け、合法性、持続可能性の証明さ

れた木材・木材製品（以下「証明材」という。）の供給に当たって必要となる分

別管理及び書類管理の方針を定めたものである。 

 

（適用範囲） 

本方針書は、原木及び当該原木を原料として製造する製材品の取扱に当たっ

て適用する。 

 

（分別管理責任者） 

・分別管理を適切に行うため、○○○○・○○○○を分別管理責任者として定

める。 

・分別管理責任者は、証明材の適切な分別管理及びその実施状況の点検を、責

任をもって行うものとする 

 

（分別管理の実施） 

・原木の入荷に当たっては、証明書等により証明材であるか非証明材であるか

を確認する。 

・原木の保管に当たっては、証明材と非証明材が混在しないように、それぞれ

の保管場所をテープや標識等により明示する。 

・製材品の製造に当たっては、証明材と非証明材が混在しないようにする。 

・製材品の保管に当たっては、証明材を原料として製造した製材品と、非証明

材を原料として製造した製材品が混在しないように、それぞれの保管場所を

テープや標識等により明示する 

・製材品の出荷に当たっては、証明材であることを確認の上、証明書を添付す

る。 

 

（帳票管理） 

・分別管理責任者は、証明材及び非証明材に係る原木及び製材品の取扱量を実

績報告として取りまとめる。 

・証明材の入出荷、在庫に関する情報が把握できるよう管理簿を備え付け適切

に記載する。 

・証明書及び納品書、管理簿等の関係書類は、５年間整理保管する。 

以上 



【別記３】                            〔流通業者の例〕 

分別管理及び書類管理方針書（例） 

 

 

事 業 者 名 

令和  年  月  日 

 

 

本方針は、新潟県木材組合連合会が作成した「違法伐採対策に関する自主的な

行動規範（平成１８年５月３０日制定）」を受け、合法性、持続可能性の証明さ

れた木材・木材製品（以下「証明材」という。）の供給に当たって必要となる分

別管理及び書類管理の方針を定めたものである。 

 

（適用範囲） 

本方針書は、木材・木材製品の取扱に当たって適用する。 

 

（分別管理責任者） 

・分別管理を適切に行うため、○○○○・○○○○を分別管理責任者として定

める。 

・分別管理責任者は、証明材の適切な分別管理及びその実施状況の点検を、責

任をもって行うものとする 

 

（分別管理の実施） 

・木材・木材製品の入荷に当たっては、証明書等により証明材であるか非証明

材であるかを確認する。 

・木材・木材製品の保管に当たっては、証明材と非証明材が混在しないよう

に、それぞれの保管場所をテープや標識等により明示する。 

・木材・木材製品の出荷に当たっては、証明材であることを確認の上、証明書

を添付する。 

 

（帳票管理） 

・分別管理責任者は、証明材及び非証明材に係る製材品の取扱量を実績報告と

して取りまとめる。 

・証明材の入出荷、在庫に関する情報が把握できるよう管理簿を備え付け適切

に記載する。 

・証明書及び納品書、管理簿等の関係書類は、５年間整理保管する。 

以上 



【別記３】                         〔素材生産業者の例〕 

分別管理及び書類管理方針書（例） 

 

事 業 者 名 

令和  年  月  日 

 

本方針は、新潟県木材組合連合会が作成した「違法伐採対策に関する自主的な

行動規範（平成１８年５月３０日制定）」を受け、合法性、持続可能性の証明さ

れた木材・木材製品（以下「証明材」という。）の供給に当たって必要となる分

別管理及び書類管理の方針を定めたものである。 

 

（適用範囲） 

本方針書は、原木の取扱に当たって適用する。 

 

（分別管理責任者） 

・分別管理を適切に行うため、○○○○・○○○○を分別管理責任者として定

める。 

・分別管理責任者は、証明材の適切な分別管理及びその実施状況の点検を、責

任をもって行うものとする 

 

（分別管理の実施） 

・原木の入荷に当たっては、証明書等により証明材であるか非証明材であるか

を確認する。 

・原木の保管に当たっては、証明材と非証明材が混在しないように、それぞれ

の保管場所をテープや標識等により明示する。 

・原木の保管に当たって証明材と非証明材が混在のおそれがある場合には、保

管場所は特定できないが伐採林地内等に土場を確保し、それぞれの木材が混

在しないよう分別管理する。 

・原木の出荷に当たっては、証明材であることを確認の上、証明書を添付す

る。 

 

（帳票管理） 

・分別管理責任者は、証明材及び非証明材に係る原木取扱量を実績報告として

取りまとめる。 

・証明材の入出荷、在庫に関する情報が把握できるよう管理簿を備え付け適切

に記載する。 

・証明書及び納品書、管理簿等の関係書類は、５年間整理保管する。 

以上 



【別記４】 

 

合法木材供給事業者研修受講歴 

氏名 受講日 
受講証明書 

番号 

   

   

   

   

※複数受講している方がいる場合は、前認定以降受講したすべての研修会を記載して下さ

い。 


